
   

公募型プロポーザル手続開始のお知らせ 

 

 

次のとおり、提案書の提出を求めます。 

 

平成２３年６月１７日 

世田谷区 

 

１．業務委託の概要 

（１）件名  ユニバーサルデザイン千歳烏山駅周辺案内サイン設計業務委託 

（２）目的 

千歳烏山駅周辺は、東京都の指定を受け、平成２２年度から２４年度までの３

年間、先駆的なユニバーサルデザインの視点による福祉のまちづくり推進事業を

展開している。２２年度、区民参加によるワークショップで検討された結果をも

とに、２４年度の製作／設置のための設計図書作成を行う。 

 

（３）業務委託内容 

<１>案内サイン製作／設置のための設計仕様書作成 

   案内範囲は京王線千歳烏山駅を中心とした約１km四方とし、１２～１５カ所程

度の案内サインを設置する。 

   ① 各サインの位置および表記内容を検討し、統一した案内計画を行う。 

   ② サイン本体および表示部の形状・寸法・材質・色彩等は、見つけやすさ・

読みやすさを重視する。かつ景観との調和に配慮すること。 

   ③ 表示の書体・寸法・色彩・コントラスト等は、読みやすく、理解しやすい

表現であること。 

   ④ サイン本体および表示部ともに、堅固かつメンテナンスが容易な仕様とす

ること。 

<２>案内の考え方、整備方針のまとめ 

区民参加によるワークショップ（３回程度）を企画・運営し、案内の考え方や

整備方針、仕様等を区民にわかりやすく提示する。 

 

配慮すべき事柄 

・ 設置の条件は各所で異なる事が予想されるので、 綿密な設計を求める。 

・ ユニバーサルデザインの視点にたち、高齢者・障害者・子育て中の方等多様な

利用者に配慮すること。 

・ 先進事例を参照し、地域の特性を踏まえた効果的な手法を検討すること。 

 

（４）履行期限（予定） 

  契約の日から平成２４年３月１９日（月）まで 

 



２．参加資格 

 提案提出者は、次に掲げる条件を全て満たすこと。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令第１

６７条の１１第１項において準用する場合も含む）の規定に該当しないこと。ま

た、同上第2項による措置を現に受けていないこと。 

（２）世田谷区から指名停止(入札禁止)を受けている期間中でないこと。 

（３）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

（４）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと 

（５）世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録があること。 

（６）平成１８年度以降に、次に示す同種又は類似業務の実績を１件以上有すること。 

同種業務：東京都内において、ユニバーサルデザインの視点による公共案内サイ

ン（音響による案内サインを含む）の設計に係る業務 

類似業務：東京都内において、ユニバーサルデザインの視点による公共案内サイ

ン（音響による案内サインを含まない）の設計に係る業務 

 

３．提案書の提出者を選定するための基準 

（１）提案書の提案提出者を選定する基準 

   応募業者数が４社以上の場合、過去５年間の「提出者の業務経歴」にて評価し決

定する。   

（２）提案書の提出者を選定する概数 

   ３社以内 

 

４．提案書を特定するための評価基準 

（１）予定技術者（主任技術者、担当技術者）の経歴と業務実施体制【書類】 

①資格要件 

②専門技術力 

③専任性 

④過去の業務実績 

（２）企画提案書【書類、ヒアリング】 

①業務実施方針 

②業務の進め方、作業スケジュール 

③本業務の内容等を踏まえた提案 

（３）予定技術者の取組み姿勢【ヒアリング】 

①専門技術力の確認 

②取組み姿勢 

③コミュニケーション能力 

（４）同種又は類似業務に関する官公庁受託実績【書類】 

（５）経費の妥当性【書類、ヒアリング】 

見積書については参考見積とし、金額のみの評価はしない。 

 

 



５．手続等 

（１）担当部課  

世田谷区役所烏山総合支所街づくり課 

〒１５７-８５５５ 世田谷区南烏山６―２２―１４（烏山総合支所４階） 

  電話:０３－３３２６－９６１８  ファクシミリ：０３－３３２６－６１５９ 

    担当者： 菅・高野 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

① 期 間：平成２３年６月１７日（金）から６月３０日（木） 

② 交付場所及び方法 

・世田谷区役所烏山総合支所街づくり課窓口で配布 

＊閉庁日を除く午前８時３０分から午後５時まで（正午から午後１時を除

く。） 

    ・なお、区のホームページからダウンロード可。 

（３）参加表明書の提出期限、提出場所及び方法 

① 期 限：平成２３年６月３０日（木）午後５時まで 

② 場 所：（１）に同じ 

③ 方 法：持参、郵送（書留に限る）、ファクシミリ（FAX の場合は要電話連絡）

のいずれか（提出期限必着）<持参の場合>閉庁日を除く午前８時３０分

から午後５時まで（正午から午後 1時を除く。） 

（４）提案書の提出日、提出場所及び方法 

① 期 限：平成２３年７月２１日（木）から７月２２日（金）午後５時まで 

② 場 所：（１）に同じ 

③ 方 法：持参もしくは郵送（書留に限る）（提出期限必着） 

<持参の場合>閉庁日を除く午前８時３０分から午後５時まで（正午から

午後１時を除く。） 

 

６．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金 免除  

（３）契約書作成の要否 要 

（４）当該業務に直接関連する他の委託契約を当該業務の委託契約の相手先との随意契

約により締結する予定の有無  無 

（５）関連情報を入手するための照会窓口 ５．（１）に同じ 

（６）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに

提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（７）詳細は、５．（２）の説明書による。 


